
 
 

公募型プロポーザルにかかる手続き開始のお知らせ 
 
 次のとおり、提案書の提出を求めます。 
 
平成２８年５月２０日 

世田谷区政策経営部広報広聴課  
 
１．業務内容 
（１）件名 
  世田谷区公式ホームページの調査・分析等コンサルティング業務委託 
（２）業務内容 

世田谷区公式ホームページは、平成２４年８月に全面リニューアルを実施し、区民に

とってわかりやすく、利用しやすいよう、ユニバーサルデザインを考慮した情報提供を

積極的に進めている。現在は、前回リニューアルから約３年半が経過し、この間のＩＴ

関連技術の進展や情報の多様化等により、自治体のホームページに求められる役割や機

能も多岐にわたってきている。 

そこで、庁内検討委員会のもと、現行ホームページの機能や運用を検証し、区民にと

ってより使いやすいホームページのあり方を「世田谷区公式ホームページ改善基本計画

（平成２８年度版）（以下、「改善基本計画」とする。）」としてまとめることとした。 

本業務は、区ホームページの現状について、調査・分析し、改善の方向性について具

体的な提案・助言を求めるとともに「改善基本計画書（案）」を作成する業務を委託する

ものである。 
（３）履行期間（予定） 
  平成２８年７月２２日から平成２９年２月２８日まで 

 

２．提案限度価格 

 ４９０万円（税込み） 

 ※この金額は将来の契約時の予定価格ではないことに留意すること。 

 
３．参加資格 
 提案書提出時において、次に掲げる要件を全て満たすものであること。 

①地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項に該当しない



者であること、及び同条第２項による措置を現に受けていない者であること。 
②世田谷区から入札参加禁止又は指名停止を受けている期間中でないこと。 
③世田谷区の競争入札参加資格を有していること、または契約時までに有する見込み

であること。 

  ④提出された書類の記載事項が虚偽でないこと。 

 

４．提案書の提出者を選定するための基準 
 本件では、提出者の選定は行わず、参加資格の確認のみを行う。 
 

５．提案書を特定するための評価基準 

①取り組み方針の明確さ 

②自治体ホームページに関する知識 

③提案力 

④プロジェクト管理能力 

⑤同種業務の受託実績 

⑥経費の妥当性 

 

６．手続き等 
（１）担当課 
  〒154-8504 世田谷区世田谷四丁目２１番２７号 
  世田谷区政策経営部広報広聴課（世田谷区役所第１庁舎３階 ３２番窓口） 
  電話 03-5432-2008 ファクシミリ 03-5432-3001 
（２）提案要求説明書の交付 
  ①期  間  平成２８年５月２０日（金）から平成２８年６月３日（金）まで 

  ②場  所 （紙媒体）上記（１）に同じ 

        （電子データ）区ホームページの以下ページからダウンロード 

「世田谷区公式ホームページの調査分析等コンサルティング業務実施事業者の募集について 

（http://www.city.setagaya.lg.jp/kurashi/107/159/781/d00146237.html）」 

  ③交付方法  希望者に無償で交付する 

※紙媒体交付の受付時間は、午前８時３０分から午後５時までとし、

土日祝日を除く。 

（３）参加表明書の受領期限並びに提出場所及び方法 

①受領期限  平成２８年６月３日（金）午後５時まで 

②提出場所  上記（１）に同じ 

http://www.city.setagaya.lg.jp/kurashi/107/159/781/d00146237.html


③提出方法  持参に限る 

（４）提案書の提出期限等 
  ①日  時  平成２８年７月１日（金）午後５時まで 
  ②提出場所  上記（１）に同じ 
  ③方  法  持参に限る 
 
７．その他 
（１）手続きにおいて使用する言語及び通貨  日本語及び日本国通貨に限る 
（２）契約保証金  免除 
（３）契約書作成の要否  要 
（４）提案に係る一切の費用については、すべて提案者の負担とする 

（５）提案者が提出した書類は公表しない。ただし、法律等に基づく要請等があった場合

はこの限りではない。 

（６）提案者からの提出物は、世田谷区の所有とし、返却しない。また、世田谷区では、

本件の目的以外に使用しない。 

（７）世田谷区が配布する書類・提示した資料は、本事業の応募に係る検討以外の目的で

使用することを禁ずる。 

（８）当該業務に直接関連する他の業務の委託契約を当該業務の委託契約の相手方との随

意契約により締結する予定の有無  有 
（９）区は、この案件に参加を表明した者及び提案書を提出した者の商号、名称並びに提

案書を特定した理由（審査経過等）を公表することができる。 

（10）本業務の受託者は、平成２９年度に予定している「世田谷区ホームページ再構築事

前準備業務（情報分類の見直し支援、サイト構造設計支援、必要機能検討支援、ＣＭ

Ｓパッケージ調査支援）」の受託者として随意契約することを念頭としている。ただし、

再構築事前準備業務の実施可否については、今年度に策定する「改善基本計画」にて

示す改善方針や予算配当の結果等を勘案して決定する。 

（11）本業務に携わった事業者は、平成２９年度以降に予定している「世田谷区ホームペ

ージ再構築業務」の受託者となることができないものとする。 

（12）詳細は説明書による。 
（13）関連情報を入手するための照会窓口  上記６．（１）と同じ 


